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第 119回労働力需給制度部会を開催、事務局「たたき台」をもとに議論を継続 

 

 

 ９月４日（木）、第 119 回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会が開

催された。前回に引き続き、「今後の労働者派遣制度の在り方の論点について（たた

き台）」をもとに議論を行った。 

   労働者側は、引き続き、日雇い派遣の禁止、常用型の定義を期間の定めのないも

のとすべきこと、期間の定めのない雇用契約の労働者について特定を目的とする行為

を解禁することの問題点、違法派遣の際の派遣先での直接雇用を行政勧告で対応する

ことの問題点等について主張した。使用者側は、日雇い派遣は専門 26 業務だけでは

なく、さらに業務を指定して認めるべき、雇用契約申込義務は有期労働契約の労働者

についても外すべきこと等について主張した。 

   「たたき台」に対してこれまで出された意見を踏まえ、次回部会に公益委員とし

ての部会報告案が示される予定。  

 

 

＜第 119回労働力需給制度部会・労働側議事メモ＞ 

１．日時：２００８年９月４日（木）１４:００～１５：１０ 

２．場所：厚生労働省６階・第８会議室 

３．出席者：公益委員３名（清家部会長、鎌田、北村） 

        労働者側委員２名（長谷川、市川（佳））  

        使用者側委員３名（平田、山崎、市川（隆））  

４．主な質疑： 

【使用者側】 

［1］日雇い派遣のままでいいという人にとっては、原則禁止となると、労働者

は仕事を失い、企業は労働力を確保できなくなるなどの影響が出る。日雇いの職

業紹介等、「たたき台」に記載の対応ではその懸念は払拭されない。業務につい

ても、26業務については特に、通訳・翻訳・速記、ソフトウエア開発、取引文書

作成、事務用機器操作、ファイリング、インテリアコーディネータ、アナウンサ

ー、建築物清掃、観光ガイド、26業務以外でも美容師・理容師、医療・福祉関係、

イベント、引越、運送、倉庫、製造業務、データ入力、災害時の電話対応、一般

事務、水産加工、農業等は認めるべき。危険を伴う業務については、派遣先での

安全教育を徹底すればよい。［2］派遣労働者の待遇確保については、派遣先に過

度の協力を求めるべきではない。［3］雇用契約申込義務は有期契約の労働者につ

いても外すべき。［4］出産・育児・介護等により離職した者については、グルー

プ企業派遣に含めるべきではない。 

 

【労働者側】 

［1］日雇い派遣が禁止になっても、たとえば雇用契約が３１日の労働者を日ご

とに派遣先の求めに応じてスポット派遣を行うという話がある。脱法行為が行わ

れないよう、何らかの形で規制しなければならない。禁止期間については 30 日



以内より２か月以内のほうがよい。［2］「たたき台」には、研究会報告に記載さ

れていた「常用型の定義を『期間の定めのない雇用とする』」との項目が落ちて

いる。定義を整理しないまま、雇用契約申込義務の適用除外や特定を目的とする

行為を認めるという議論にはならないのではないか。 

 

【使用者側】 

日雇い派遣について、特段問題が発生しないものまで規制の対象とするのは行

き過ぎである。ポジティブリストで認めるということであれば、専門 26 業務を

そのまま認めるべき。26業務以外では、薬剤師など特定の資格が必要な業務につ

いては認めるべき。 

 

【労働者側】 

日雇い派遣を禁止しても日雇いという形態がなくなるわけではない。事業主が

困るからという理由で、日雇い派遣を認めるべきとの主張は納得できない。原則

禁止としたほうがすっきりする。 

 

【労働者側】 

［1］特定を目的とする行為は、事前面接だけでなく、業務能力に関係ない事項

について注文をつけることも認めるということか。「年齢又は性別を理由とした

差別的取扱いの禁止規定等の整備」については、差別禁止を法律で措置するのか。

どういう手段で履行確保するのか。禁止規定を置いたところで、実質的な意味は

ないのではないか。実質的にどのような効果があるのか。また、特定を目的とす

る行為を行ってよいのは派遣契約を結ぶ前か。後か。複数の派遣会社から労働者

を集めて競合面接を行うこともできるということか。［2］派遣先に派遣労働者の

選択権を渡すことになれば、職業紹介と派遣はどう切り分けるのか。［3］特定を

目的とする行為を行おうとする場合、派遣先は、その労働者が期間の定めのない

雇用契約の労働者であることをどのようにして知るのか。派遣先が知らずに特定

を行うことも起きるのではないか。 

 

【事務局】 

［1］性別と年齢に関する差別禁止規定は均等法と雇用対策法に規定があるが、

派遣先に対する禁止規定とする条文を派遣法に新たに措置する。特定行為が行え

る時期は派遣契約締結の前後も含まれ、実際の派遣就労に至る前までに行えるこ

ととなる。競合面接も行ってもよいということになる。［2］労働者供給事業に該

当するか否かという観点から、派遣元での期間の定めのない雇用であれば、派遣

先が採用行為に関与しないことから認めてもよいのではないかとの趣旨だ。［3］

基本的には派遣元が派遣先に対して通知すればよい。 

 

【使用者側】 

［1］常用型の定義を「期間の定めのないもの」とすることは、常用型への転換

の間口を狭くし、雇用の安定にとっても不適当。［2］期間の定めのない雇用契約

の労働者については、雇用契約申込義務の適用除外とともに、派遣先の確保とい

う観点から自由化業務の派遣期間制限についても適用除外とすべき。 

 



【労働者側】 

常用型については、混乱をなくす意味でも、派遣法において期間の定めのない

雇用であることをきちんと定義すべき。 

 

【事務局】 

技術的な話になるが、法律の中で何度もその用語が使われる場合には定義規定

を置くが、そうでない場合には定義規定を置かないのが通常である。 

 

【労働者側】 

［1］常用型派遣のみを行う特定労働者派遣事業の中にも有期労働契約を反復更

新し、事実上期間の定めなく雇用されている労働者がいるが、届出の段階で行政

はそれをどのように把握するのか。［2］特定労働者派遣事業にも一般労働者派遣

事業にも、期間の定めのない労働契約の労働者と有期雇用の労働者が混在してい

る。特定労働者派遣事業の定義を変更するつもりはないのか。［3］一般と特定を

許可制と届出制に分けている理由は何か。両者とも許可制とすればよいのではな

いか。［4］許可・届出の段階では把握しきれない事項について、派遣元事業所を

訪問して確認するような役割を適正運営協力員に委託してはどうか。また、労働

者派遣事業の適正な運営には、行政の指導・監督だけでは限界もある。たとえば、

福祉の分野では「福祉サービス第三者評価事業」があり、第三者評価機関が事業

者を評価する仕組みもある。事業報告の際には、第三者機関の評価を添付する仕

組みをつくるべきではないか。 

 

【事務局】 

［1］有期労働契約を反復更新している労働者がいるかどうかは、現地調査を行

うなどしてチェックしている。［2］定義を変更するつもりはない。特定労働者派

遣事業の定義は別として、有期労働契約の派遣労働者については、雇用契約申込

義務の適用除外や特定を目的とする行為は認めない。［3］常用型のみを派遣する

事業であれば、派遣元での長期雇用で安定しているので、一般労働者派遣事業よ

りは弊害が少ないという意味で要件を緩和している。［4］協力員が巡回を行った

り、優良な派遣元事業主の認証制度を設けることなどを検討する。 

 

【公益】 

特定を目的とする行為における差別禁止は性別と年齢の２つに限られるのか。

特定行為を解禁するメリットは労働者側にはないのではないか。 

 

【事務局】 

常用型を使いやすいものとすることで、常用型への移行が促進される効果があ

ると考えている。 

 

【労働者側】 

［1］違法派遣是正のための派遣先での直接雇用は、行政勧告ではなく直接雇用

みなし規定とすべき。「行政が勧告することができる」という規定になれば、労

働者が裁判において派遣先との間の黙示の労働契約の成立や損害賠償請求を主

張することができなくなってしまうのではないか。［2］勧告はどのタイミングで



発動されるのか。［3］行政は違法派遣の存在をどのように把握するのか。 

 

【事務局】 

［1］行政勧告を行えるとの規定があるからといって、裁判における違法行為に

対する不法行為責任の追及や損害賠償請求、派遣先の労働者であることの地位確

認請求を妨げるものではなく、影響はまったくない。［2］４つの違法ケースのう

ち、偽装請負については、派遣先の故意又は重過失という主観的要件を判断し、

労働者が派遣先での雇用を望む場合は勧告することになる。［3］関係者の申告、

定期的な監督指導、労働者からの情報提供などにより把握する。 

 

【労働者側】 

情報公開は平均額ではなく個別のマージンの情報を開示すべき。就業条件明示

において、当該労働者の派遣料金、社会・労働保険料の額も加えるべき。 

 

【使用者側】 

［1］行政勧告の発動については、個別ケースごとに主観的要件を判断すべき。

従前以上の条件で雇用契約を申込むとあるが、条件については派遣先によって実

態が異なるので、総合的に判断して定めるべき。［2］マージンの情報公開は、で

きるものとできないものがある。派遣元の情報公開と労働者への説明義務を合わ

せて措置することで足りる。 

 

【労働者側】 

派遣先での直接雇用の際、主観的要件を考慮するとなると、ほとんどの場合は

勧告の対象にならなくなるのではないか。主観的要件を付すことはいかがなもの

か。 


